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第２節　計画の経緯

第３節　計画の目的

第４節　本計画の対象範囲
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図1-1　計画対象範囲
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第５節　委員会の設置・経緯

大洗町磯浜古墳群保存活用計画策定委員会条例
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委　員
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指導助言者

事務局
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令和４年度

写真1-1　磯浜古墳群保存活用計画策定委員会開催状況
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令和５年度

第６節　他の計画との関係
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図1-2　本計画の位置づけ
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表1-1　大洗町関連計画一覧
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１．上位計画

１-１．『第６次大洗町総合計画』
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図1-3　歴史資源の保存と活用



第１章　計画策定の沿革・目的

２．連携する計画

２-１．『大洗町景観計画』

項目 基準内容

位置
・道路等の公共の場所に面した部分は、壁面後退やオープンスペースの確保等により、街並みに開
放性やゆとりを持たせる。

・道路等の公共の場所からのマリンタワー等のシンボルの見え方に配慮する。

形態・意匠

・建物の高さや規模は、街並みとの連続性や一体感を創出するように努める。
・大洗町特有の海の眺めや路地空間を活かすよう工夫する。
・道路等の公共の場所に面する外壁の意匠は、単調にならないよう工夫し、特に低層部は街並みと
の連続性に配慮する。

・外壁、屋上等に設ける設備は、道路から目立たない位置にするか、目隠しする等して、建築物本
体との一体性や周辺景観との調和に配慮する。

外構 ・交差点部などは、街角広場やベンチ等により、人々が集える空間づくりに努める。

その他

・駐車場は、建築物本体や周辺との一体性に配慮するとともに、沿道には植栽等を施し、潤いある
オープンスペースとする。

・駐車場、自動販売機、ゴミ集積所等を設ける場合には、建築物や周辺の街並みとの調和に配慮
する。

・照明設備は、過剰な演出は避け、夜間景観に有効となるよう配慮する。

材料
・周辺景観との調和や地域風土に馴染む材料を使用する。
・経年変化による退色、損傷、汚れにくい材料を選択し、景観を維持しやすいよう配慮し、海岸沿
いでは塩害による腐食等にも配慮する。

色彩

・外壁、屋根等の外観の多くを占める色彩（基調色）は、彩度の高い色は避ける。（「マンセル表
色系」彩度４以下）

・アクセントカラー（強調色）を使用する場合は各立面の１/５程度までとし、周辺景観や街並みを
乱さないよう慎重に用いる。（材料本来の素材色をできるだけ用いる）

工作物の
建設

・景勝地や景観シンボルの眺望を著しく阻害することがないよう配慮する。
・工作物の用途に応じて、形態意匠を工夫する。

木竹の伐採
・伐採は必要最小限に抑える。
・道路等の公共の場所や景勝地に隣接する場所は、出来る限り既存樹木の保存、移植に努め、行為
中や行為後の景観が、周囲の景観と不調和にならないよう配慮する。

表1-2　市街地景観ゾーン景観形成基準
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図1-4　景観特性・景観形成方針
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 図1-5　シンボル景観・眺望景観
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図1-6　景観眺望点・視対象
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２-２．『ひたちなか大洗リゾート構想』

２-３．『第２次大洗町環境基本計画』

図1-7　ひたちなか大洗リゾート構想
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図1-8　環境基本計画（１）
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図1-9　環境基本計画（２）
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２-4．『大洗町都市計画マスタープラン』

 図1-10　道路・交通方針



第１章　計画策定の沿革・目的

図1-11　景観方針
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第７節　計画の実施


